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要
介
護
認
定
者　
所
得
税
、

�

個
人
市・府
民
税
の
障
が
い
者
控
除

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
６５
歳
以
上

で
、
障
が
い
者
ま
た
は
特
別
障
が
い
者
に
準

ず
る
人
は
、
所
得
税
、
個
人
市・
府
民
税
の

障
が
い
者
控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

成
年
後
見
制
度
～
自
分
ら
し
い
生
活

�

を
安
心
し
て
送
れ
る
よ
う
に
～

内�

知
的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り

判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
に
つ
い
て
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
の
締
結
な
ど
が

適
切
に
行
え
る
よ
う
、
成
年
後
見
制
度
に

つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

時
２
月
２６
日（
火
）午
前
１０
時
３０
分
～
正
午

場�

市
役
所
１
階
南
エ
リ
ア
会
議
室
１
０
３・

１
０
４

講�

鳥
野
洋
司
氏（
守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

事
務
局
長
）

定
先
着
８０
人   

備�

手
話
通
訳
あ
り

申�・
問
2
月
１9
日（
火
）ま
で
に
市
立
わ
か
た

け
園

℡�

０
６
・
６
９
９
７
・
４
７
４
８

FAX�

０
６
・
６
９
９
７
・
４
７
４
５

防
犯
灯
電
灯
料
補
助
金
申
請
の
受
付

　
地
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る
防
犯
灯
の
電
灯

料
金（
平
成
３０
年
３
月
～
平
成
３１
年
２
月
分
）

の
補
助
金
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

交
付
対
象　
防
犯
灯
を
設
置
し
て
い
る
自
治

会
、
町
会
ま
た
は
防
犯
委
員
会
な
ど
。

補
助
金
額　
守
口
市
防
犯
灯
電
灯
料
補
助
金

交
付
要
綱
に
基
づ
き
算
定
し
た
金
額
。

申
請
期
限　

２
月
２８
日（
木
）ま
で（
期
限
厳

守
）。

持�

１
月
に
市
か
ら
送
付
し
た
電
灯
料
補
助
金

申
請
書
に
記
載
し
た
灯
数
に
誤
り
が
な
い

か
を
関
西
電
力
株
式
会
社
か
ら
毎
月
届
く

電
気
料
金
請
求
内
訳
書
で
確
認
し
、
送
付

し
た
書
類（
申
請
書
な
ど
）、
印
鑑
、
振
り

込
み
先（
銀
行・支
店
名
、
口
座
番
号
、
口

座
名
義
が
わ
か
る
も
の
）、
電
気
料
金
請

求
内
訳
書
、
領
収
書

申�・
問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
２
０

救
急
安
心
カ
ー
ド

　

救
急
車
で
救
急
隊
員
が
駆
け
つ
け
た
時

に
、
救
急
隊
は
病
院
に
患
者
の
状
態
を
伝
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
氏
名
、

持
病
、
常
用
薬
、
救
急
連
絡
先
な
ど
の
情
報

が
あ
れ
ば
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
対
応
が
期
待

で
き
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め「
救
急
安
心
カ
ー

ド
」を
作
成
し
、
救
急
時
に
備
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

住
宅
火
災
の
予
防

　
２
月
に
入
り
、
ま
だ
ま
だ
暖
房
器
具
を
使

用
す
る
時
期
は
続
き
ま
す
。
火
災
を
引
き
起

こ
さ
な
い
た
め
に
次
の
こ
と
に
注
意
し
、
正

し
い
使
用
方
法
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽ 

暖
房
器
具
の
周
り
に
新
聞
や
雑
誌
な
ど
を

置
か
な
い
。
洗
濯
物
を
乾
か
す
際
に
、
長

時
間
暖
房
器
具
の
近
く
で
放
置
す
る
こ
と

も
危
険
で
す
。

▽ 

コ
ン
セ
ン
ト
周
り
は
定
期
的
に
掃
除
し
、

タ
コ
足
配
線
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
ほ
こ
り

が
原
因
で
火
災
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

▽ 

就
寝
時
、
外
出
時
は
、
必
ず
暖
房
器
具
を

停
止
し
、ガ
ス
の
元
栓
を
閉
め
ま
し
ょ
う
。

▽ 

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る
こ
と
。
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
電
池
を
交
換
す
る
目
安
は
１０
年

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
確
認

し
、
必
要
な
場
合
は
交
換
し
ま
し
ょ
う
。

安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
新
聞
が
ポ
ス
ト
に
た
ま
っ
て
い
る
、
洗
濯

物
が
長
く
干
し
た
ま
ま
で
あ
る
、
明
か
り
が

昼
夜
ず
っ
と
つ
い
た
ま
ま
な
ど
、
普
段
と
様

子
が
違
い
、
安
否
確
認
が
必
要
な
状
況
と
思

わ
れ
る
場
合
に
は
、
安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
早
急
に
安
否

確
認
・
状
況
把
握
を
行
い
ま
す
。

受
付　
月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）午
前
９

時
～
午
後
５
時
３０
分

安
否
確
認
専
用
連
絡
先　

℡�

０
６
・
６
９こ

こ

に
９
２
・
４ホ

ッ

ト

０
１
０

�A
npi4010Line@

city-m
origuchi-

osaka.jp

設
置
場
所　

高
齢
介
護
課
、
市
民
保
健
セ
ン
タ
ー
、
守
口

市
障
が
い
者・高
齢
者
交
流
会
館
、大
日
サ
ー

ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可

問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

注�

障
が
い
者
手
帳
、
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い

る
人
は
、
申
請
は
不
要

申�・
問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
３

（予約は電話で）
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場�市役所１階北エリア
　市民相談室１０１・１０２
問広報広聴課
℡０６－６９９２－１３５３、１３５６

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地
建物の賃借問題など
【弁護士】（１人３０分・先着１4人）
毎週木曜日１３：００～１６：３０
予�前日水曜日の１３：００から
注�前日が休日の時は当日９：００から
【司法書士※予】
（１人２５分・先着１4人）
第２・３・4火曜日１３：００～１５：５５
登記相談･･･相続・売買・贈与などの
登記、供託・測量・境界・分筆など
【司法書士・土地家屋調査士※予】
（１人３０分・先着各4人）
第２水曜日１３：００～１５：００
税務相談･･･相続税・所得税・贈与税
など
【税理士※予】（１人３０分・先着６人）
第２金曜日１３：００～１６：００
行政書士相談･･･成年後見・各種契約
書の作成など
行政書士※予（１人３０分・先着６人）
第１火曜日１３：００～１６：００
不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動
産の活用など
宅地建物取引士※予
（１人３０分・先着６人）
第１火曜日１３：００～１６：００

※予相談日の１週間前１３：００から電
話予約。予約日が休日の時は翌開庁
日の１３：００から電話受付

行政相談･･･国などの行政に対する
要望や苦情など
行政相談委員予前日までに
第4火曜日１０：００～１２：００

市民相談（2月分）

問
守
口
消
防
署

℡�

０
６
・
６
９
９
３
・
０
１
１
９

障
が
い
者
相
談
員
懇
談
会

　
障
が
い
者
や
そ
の
家
族
が
、
守
口
市
障
が

い
者
相
談
員
と
し
て
、
身
近
な
日
常
生
活
の

相
談・
助
言
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の

情
報
提
供
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
家
族
で

悩
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
話
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

対
市
内
在
住
で
障
が
い
者
の
い
る
家
族

場�

市
役
所
３
階
南
エ
リ
ア
市
民
相
談
室
３
１

２
時�

３
月
１
日（
金
）～
３
月
２9
日（
金
）午
前
１０

時
～
午
後
３
時
３０
分
の
う
ち
１
時
間（
事

前
予
約
制
）

申�・
問
２
月
２８
日（
木
）ま
で
に
障
が
い
福
祉

課
℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
３
０

FAX�

０
６
・
６
９
９
１
・
２
４
９
４

も
り
ぐ
ち
の
新
鮮
な
野
菜
を
Ｐ
Ｒ

内�

守
口
都
市
農
業
研
究
会
、
Ｊ
Ａ
北
河
内
が

新
鮮
で
安
心
な
お
い
し
い
農
産
物
を
販
売

し
ま
す
。

時�

２
月
１０
日（
日
）午
前
１０
時（
な
く
な
り
次

第
終
了
）

場�

ハ
グ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
２
階（
大
阪
市
西
区

千
代
崎
３－

２－

５9
）

問
地
域
振
興
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
９
１

生活保護適正化情報ダイヤル
　市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに
関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
　提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者
の個人情報は厳守します。
　市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課���℡０６－６９９２－１５９３��� Mori_seikatuf@city-moriguchi-osaka.jp

専用電話番号０６－６９９８－７９２１���受付時間平日９：００～１７：３０

次の情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽�生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取す
るなど、貧困ビジネスの疑いがある
▽自身の処方薬を他人に譲渡している
▽�本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談していな
い

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会

�

～
相
続・遺
言
～
を
中
心
と
し
て

内�

司
法
書
士
が
遺
言
書
や
相
続
手
続
き
な

ど
、
相
続
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に

お
答
え
し
ま
す
。

　

 

平
日
に
司
法
書
士
の
相
談
を
利
用
で
き
な

い
人
は
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

時�

２
月
２３
日（
土
）午
前
１０
時
～
午
後
４
時
３０

分（
予
約
不
要
で
１
人
３０
分
以
内
、
受
け

付
け
は
午
後
４
時
ま
で
）5
ブ
ー
ス
設
置

場�

市
役
所
１
階
南
エ
リ
ア
会
議
室
１
０
３

問
大
阪
司
法
書
士
会
北
大
阪
支
部

℡�

０
６
・
６
９
９
１
・
９
０
５
０


